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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年２月１２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年３月２日 １１時３０分ごろ 

発生場所 山口県下関市六連島北方沖  

 六連島灯台から真方位００３°３.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°０１.８′ 東経１３０°５２.３′） 

事故調査の経過  平成２６年３月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 UNION
ユ ニ オ ン

 GLORY
グローリー

（カンボジア王国籍）、８,３４４トン 

８６５６５７０（ＩＭＯ番号）、UNION GLORY INTERNATIONAL 

SHIPPING LIMITED （中華人民共和国香港特別行政区） 

   １３１.８０ｍ（Lr）×２０.００ｍ×１０.５３ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２,６６５kＷ、２０１０年（建造年） 

Ｂ 漁船 第二十七長盛
ちょうせい

丸、１９トン 

   ＩＫ２－５７４３（漁船登録番号）、個人所有 

   １８.７７ｍ×４.３５ｍ×１.８３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５７３.６９kＷ、昭和５４年４月５日 

   第２４４－１５２７３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（中華人民共和国籍） 男性 ６４歳 

   締約国資格受有者承認証 船長（カンボジア王国発給） 

    交付年月日 ２０１３年１２月１０日 

          （２０１４年３月９日まで有効） 

  航海士Ａ（中華人民共和国籍） 男性 ２３歳 

   締約国資格受有者承認証 三等航海士（カンボジア王国発給） 

    交付年月日 ２０１３年１２月１０日 

          （２０１４年３月９日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６９歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５２年２月１８日 

    免許証交付日 平成２５年４月１５日 

           （平成３０年４月２７日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 左舷中央部外板に凹損、同部ハンドレールに曲損 

Ｂ 船首部を圧壊 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１５人（全員中華人民共和国籍）

が乗り組み、石油コークス１２,０００ｔを積載して六連島灯台から

真方位００３°３.１Ｍ付近において、平成２６年３月２日０８時３

０分ごろ、左舷錨を投じて錨鎖７節を伸出し、船首に黒球を掲げて錨

泊を始めた。 

 航海士Ａは、甲板手と共に錨泊船橋当直に就いていたところ、北方

から南下し、接近して来るＢ船を認め、レーダー及び目視で注意して

いたが、避航の様子を見せないで接近するので、銅鑼
ど ら

を鳴らして注意

喚起をしたものの、１１時３０分ごろＡ船の左舷中央外板とＢ船の船

首とが衝突した。 

 船長Ａは、航海士Ａから事故の報告を受けたので、事故の状況を調

査して関門海峡海上交通センター及びポートラジオに通報した。 

Ａ船は、荷揚げに支障がないと判断されたので、３日０９時００分

ごろ荷揚げバースに着岸した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか２人（インドネシア共和国籍研修生）が乗り組

み、六連島北方沖を南東進中、船長Ｂが、操舵室で立って操船し、僚

船と無線交信していたとき、衝撃を感じ、Ｂ船とＡ船とが衝突したこ

とを認めた。 

 船長Ｂは、相手船の船名等を確認した後、本事故について、携帯電

話で海上保安庁に通報した。 

 Ｂ船は、船首に損傷があったが、浸水していなかったので、乗組員

の休養のため、下関市下関漁港まで航行して着岸した。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ４ 

海象：潮汐 高潮期 

 その他の事項 

 

 Ａ船の汽笛は、機関室でのスチームのスタンバイが必要なので、吹

鳴できなかった。 

 船長Ｂは、視界が良かったので、レーダーを見ていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし Ｂ あり 

Ａ なし Ｂ なし 

Ａ なし Ｂ なし 

 Ａ船は、六連島北方沖で錨泊中、航海士Ａが、接近するＢ船に対

し、銅鑼を鳴らしたものの、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、六連島北方沖を南東進中、船長Ｂが、僚船と無線交信して

いたことから、Ａ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、六連島北方沖において、Ａ船が錨泊中、Ｂ船が南東進

中、船長Ｂが、僚船と無線交信していたため、Ａ船に気付かず、両船
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が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、見張りを適切に行うこと。 

 ・レーダーは、適切なレンジで使用するようにし、衝突予防に活用

すること。 
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付図１ 推定航行経路図 
 


